
 
宮城県農業農村整備事業等地質・土質調査業務共通仕様書 新 旧 対 照 表（令和元年１０月） 

（下線の部分は改正部分） 

  

＜ 改正後（令和元年 10 月） ＞ ＜ 現 行（平成 30 年 10 月） ＞ ＜ 備 考 ＞ 

第１章 総   則 

第１節 総   則 

 

第１－１条 ～ 第１－９条 ［略］ 

 

第１－１０条 打合せ等 

  調査業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者等と調査職員は常に密接な連

絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとする。 

 

なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、相互に確認した内容については、必要

に応じて書面を作成し、共有しなければならない。 

２ ～ ３ ［略］ 

 

第１－１１条 ［略］ 

 

第１－１２条 業務実績情報システム（テクリス）への登録 

  受注者は、契約時または変更時において、契約金額が 100 万円以上の業務について、 

 業務実績情報システム（以下「テクリス」という。）に基づき、受注・変更・完了・訂 

正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから調査 

職員にメール送信し、調査職員の確認を受けた上で、受注時は契約締結後、土曜日、日 

曜日、祝日等を除き 15 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、土曜日、 

日曜日、祝日等を除き 15 日以内に、完了時は業務完了後、土曜日、日曜日、祝日等を 

除き 15 日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登 

録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする（担当技術者の登録は 8名までと 

する。） 

 

 

  また、受注者は、契約時において、予定価格が 1,000 万円を超える競争入札により調 

達される建設コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、 

テクリスに業務実績情報を登録する際は、「低価格入札である」にチェックをした上で、 

「登録のための確認のお願い」を作成し、調査職員の確認を受けること。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に調査職員にメール送信 

される。なお、変更時と完了時の間が、土曜日、日曜日、祝日等を除き 15 日間に満た 

ない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。 

また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても同様に、テクリス 

から発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請 

しなければならない。 

  ただし、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。 

第１章 総   則 

第１節 総   則 

 

第１－１条 ～ 第１－９条 ［略］ 

 

第１―１０条 打合せ等 

  測量業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者等と調査職員は常に密接な連 

絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度

受注者が打合せ簿に記録し、相互に確認しなければならない。 

なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、相互に確認した内容については、必要

に応じて打ち合せ記録簿を作成するものとする。 

２ ～ ３ ［略］ 

 

第１－１１条 ［略］ 

 

第１－１２条 測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）への登録 

  受注者は、契約時または変更時において、受託金額が 100 万円以上の業務について、 

測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）に基づき、受注・変更・完了時に 

業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約後、土曜日、 

日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、土曜日、 

日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完了時は業務完了後、土曜日、日曜日、祝日等を除 

き 10 日以内に、調査職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。 

なお，登録内容に訂正が必要な場合、ＴＥＣＲＩＳに基づき、「訂正のための確認のお願 

い」を作成し、訂正があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、調査 

職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。なお、変更登録時 

は、履行期間、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、受託金額のみ変更の場合は、 

原則として登録を必要としない。 

                                        

                                          

                                          

                                          

また、登録機関に登録後、ＴＥＣＲＩＳより、「登録内容確認書」をダウンロードし、 

速やかに調査職員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、土曜日、 

日曜日、祝日等を除き 10 日間に満たない場合は変更時の提出を省略できるものとする。 

                                         

                                         

         

ただし、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。 

 



 
宮城県農業農村整備事業等地質・土質調査業務共通仕様書 新 旧 対 照 表（令和元年１０月） 

（下線の部分は改正部分） 

  

＜ 改正後（令和元年 10 月） ＞ ＜ 現 行（平成 30 年 10 月） ＞ ＜ 備 考 ＞ 
第１－１３条 ～ 第１－１６条 ［略］ 

 

第１－１７条 調査業務等の管理 

  受注者は、調査業務等の管理を「宮城県農業土木工事施工管理基準（宮城県農政部）」

の第３項の撮影記録による出来形管理 １共通工事１．一般および１０フィルダム工事

５．グラウトボーリングに準拠して行い、その記録を調査職員に提出しなければならな

い。 

 

第１－１８条 成果物の提出 

  受注者は、調査業務等が完了した場合には、設計図書に示す成果物を業務完了報告書

とともに提出し、検査を受けなければならない。 

２ ～ ５ ［略］ 

６ 受注者は機械ボーリングで得られたボーリング柱状図、土質試験結果一覧表の成果に

ついて、別途定める検定に関する技術を有する「一般財団法人国土地盤情報センター」

の検定を受け、検定証明書を発注者に提出するとともに、「国土地盤情報データベース」

に登録しなければならない。 

 

第１－１９条 ～ 第１－４０条 ［略］ 

 

第２章 ～ 第１２章 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１―１３条 ～第１－１６条 ［略］ 

 

第１－１７条 調査業務等の管理 

  受注者は、調査業務等の管理を「宮城県農業土木工事施工管理基準（宮城県農林水産

部）」の第３項の撮影記録による出来形管理 １共通工事１．一般および１０フィルダム

工事５．グラウトボーリングに準拠して行い、その記録を調査職員に提出しなければな

らない。 

 

第１－１８条 成果物の提出 

  受注者は、調査業務等が完了した場合には、設計図書に示す成果物を業務完了報告書

とともに提出し、検査を受けなければならない。 

２ ～ ５ ［略］ 

［新設］ 

 

 

 

 

第１－１９条 ～ 第１－４０条 ［略］ 

 

第２章 ～ 第１２章 ［略］ 

 

 


